
入 札 公 告 

 

次のとおり公募企画型競争に付します。 

令和 3年 7月 15日 

 

 

経理責任者 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

                    船橋中央病院 

                   院 長  山 口 武 人 

 

 

◎調達機関番号 903 ◎所在地番号 12 

 

１．調達内容 

（1）品目分類番号 ４ 

（2）調達件名 

診療材料一括調達及び物流管理業務（ＳＰＤ業務）委託 

（3）調達案件の仕様等 

別紙仕様書による 

（4）履行期間 

令和 4年 4月 1日から令和 7年 3月 31日 

（5）履行場所・配置人数及び年間委託日数 

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 

別紙仕様書による 

（6）入札方法、落札決定は、総合評価の方法をもって行う。 

①総合評価のための管理体制、技術等に関する書類(提案書)を提出すること。 

②入札金額については、（4）に定める履行期間に行う（2）調達件名の履行に

要する一切の費用を含めた額とすること。 

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パ

ーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時

は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に関わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を記載した入札書を提出

すること。 

 

２  競争に参加する者の必要資格に関する事項 

（1）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下「契約事務細則」

という。）第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、成年被

後見人、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得



ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

【参考】契約事務細則抜粋 

第５条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該

当する者を一般競争に参加させることができない。 

一  契約を締結する能力を有しない者 

二  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第３２条第１項各号に揚げる者 

（2）契約事務細則第６条の規定に該当しない者であること。 

【参考】契約事務細則抜粋 

 第６条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその

事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これ

を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様

とする。 

一  契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

二  公正な競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

三  交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

四  監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職

務の執行を妨げた者 

五  正当な理由なく契約を履行しなかった者 

六  契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者  

七  前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を

契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用

した者 

八  前各号に類する行為を行った者 

２ 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者

を一般競争に参加させないことができる。 

３ 第１項の期間その他必要な事項は、別に定める。 

（3）令和元・２・３年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物

品の販売」及び「役務の提供等」で「Ａ等級」に格付けされ、関東、甲信越地

域の競争参加資格を有する者であること。但し、登録資格の停止を受けている

期間は本件入札に参加できない。 

（4）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去２年間に

おいて虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況

又は信用度が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがあ

る。 

（5）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをし

た者にあっては厚生計画の認可がされていないもの又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計



画の許可がされていないものではないこと。 

（6）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

等に抵触する行為を行っていない者であること。 

（7）旧運営委託法人と関連のある法人でないこと。 

（8）入札書提出期限の直近 2年間の社会保険料等について滞納がないこと。 

① 厚生年金保険 

② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 

③ 船員保険 

④ 国民年金 

⑤ 労働者災害補償保険 

⑥ 雇用保険 

 (注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続きを完

了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを

完了すべき日以来の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞

納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているもの

に限る)こと。 

（9）独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第 2条

の各号に該当しないものであること。 

（10）調達物品が医薬品医療機器等法で定める医療機器に該当する入札に参加する者

は、都道府県から「高度管理医療機器等販売業」、「医薬品販売業」及び「毒

物劇物一般販売業」の許可を受けていること。 

（11）入札説明書の交付を受けた者であること。 

 

３．入札書の提出場所等 

（1）入札参加書類の提出場所、入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明

書の交付場所及び問い合わせ先 

〒273-8556 船橋市海神 6-13-10   

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 2階 経理課 契約係 

電話 047-433-2111 

（2）入札説明書の交付方法 (1)の交付場所にて機密保持に関する誓約書と引き換

えに交付するので、事前連絡の上、来院すること。 

※機密保持に関する誓約書は、当院 HPの調達情報から両面印刷すること。 

交付期間:令和 3年 7月 15日 ～ 令和 3年 8月 24日  9時 ～ 17時 

（但し、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規

定する行政機関の休日は除く） 

（3）入札参加書類の受領期限    令和 3年 8月 25日 17時 

 なお、郵送等（簡易書留郵便等にて送付のこと）により提出する場合におい

ても、上記の期限までに当院に到着するように提出すること。 

 (4) 提案書及び入札書の受領期限 令和 3年 8月 27日 17時 

 ※郵送（書留等、配達の記録が残る方法によること）の場合も上記期日まで

に必着とする。入札書の受領最終日時までに到着しなかった入札書は無効とな



る。 

（5）開札の日時及び場所   令和 3年 9月 8日  13時 30分  院内第一会議室 

 

４．その他 

（1）入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（2）入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

（3）入札の無効 

本広告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、本入札に関する条件に 

違反した入札は無効とする。 

（4）契約書の作成 

作成を要する 

（5）落札者の決定方法 

本広告に示した役務を履行できると経理責任者が判断した資料を添付して入札

書を提出した入札者であって、契約事務取扱細則第３４条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提出し、経理責任者が入札説明書で

定める総合評価の方法をもって落札者を定める。 

（6）契約書の作成期限 

契約の相手方は開札日の翌日から起算して 10 日以内（土日・祝日を除く。）に

記名押印の上契約書を作成しなければならない。なお、契約の相手方は、入札説

明書（関係書類）等で所定の書式が示されている場合には、当該書式により作成

しなければならない。 

契約の相手先に決定された入札者が 契約書の作成期限の延長を申請する場合は、

上記の契約書の作成期限内に書面にて経理責任者に申し入れるものとする。ただ

し、その場合であっても 20 日（土日・祝日を除く。）を超えることはできない。 

（7）詳細は入札説明書による 

 

５．Summary 

（1）Nature and quantity of the products to be purchased  

:Supply Processing &Distribution outsourcing 1 set 

（2）Time‑limit for tender :  5 : 00 P.M.August 27, 2021 

（3）Contact point for the notice : Nobutaka Noguchi 

Manager, Accounting Division, Japan Community Health Care Organization  

Funabashi Central Hospital, 6-13-10 Kaijin, Funabashi-City, Chiba, 273-8556  

Japan, TEL 047-433-2111 ext. 2310 

 

 

 


